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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ケース内にポンプ室を形成する複数のダイヤフラムを備え、偏心回転軸により揺動される
揺動体によって前記ダイヤフラムが上下動されてポンプ動作を行う小型ポンプであって、
該小型ポンプの前記ケースの上ケース下面に前記複数のダイヤフラムの上端部を夫々挿入
するための複数の環状凹溝を形成した小型ポンプに於て、前記ダイヤフラム上端部の内壁
径を前記環状凹溝の内壁径よりも大としたことを特徴とする小型ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、小型ポンプに関するものであり、特に、血圧計等に用いられ、且つ、ダイヤ
フラムを使用する小型ポンプに於て、ダイヤフラムの形状を改良し、該ダイヤフラムの取
付け時のめくれをなくすと共に、空気の排出負荷を低減した小型ポンプに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
此種小型ポンプを本出願人は先に出願（特願２０００－２９５５２５）しており、該出願
について図３及び図４に従って説明する。図３に於て１は血圧計等に用いられる小型ポン
プを示し、該小型ポンプ１は平面視長方形のケース２内にポンプ室３，３を形成する２個
の平面視略環状のダイヤフラム４，４が設けられ、該ダイヤフラム４，４の下方には、該
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ダイヤフラム４，４の下面を上下動させる揺動体５が配設されている。尚、前記ケース２
は上ケース６と、中ケース７と、下ケース８の３段で構成され、前記ダイヤフラム４，４
は該ダイヤフラム４，４の鍔部４ａ，４ａ…が前記上ケース６と前記中ケース７との間に
挟着されて前記ケース２に保持されている。
【０００３】
そして、前記揺動体５の左右端部には、中央部に空気導入孔９ａ，９ａが開穿された軸体
９，９が上方に突設して設けられ、一方、前記各ダイヤフラム４，４の下面中心部に突設
して中空状取付体１０，１０が夫々配設され、該中空状取付体１０，１０に前記軸体９，
９を蜜嵌して前記ダイヤフラム４，４が前記揺動体５に取付けられる。
【０００４】
又、該各ダイヤフラム４，４の底部中心部は前記空気導入孔９ａ，９ａに対応する位置で
一部切開されて、吸気弁部１１，１１が開閉自在に形成されている。
更に、前記揺動体５の中心部には該揺動体５を偏心回転により揺動させる偏心回転軸１２
が貫通して固着されている。そして、該偏心回転軸１２の下端部は回転体１３に偏心して
穿設された偏心穴１３ａに遊嵌され、該回転体１３はモータ（図示せず）の回転駆動軸１
４の上端部に固着されている。又、前記偏心回転軸１２の上端部は前記中ケース７の中央
部に位置して穿設された凹部７ａに遊嵌されている。
【０００５】
一方、前記上ケース６の中央部に吐出孔１５が開穿されると共に、該上ケース６下面に前
記各ダイヤフラム４，４の上端部４ｂ，４ｂを挿入するための環状凹溝１６，１６が形成
され、且つ、前記吐出孔１５の外周部と該環状凹溝１６，１６の外周部とが互いに接触し
、これによって空気連通口１７，１７が形成されている。
【０００６】
そして、前記ダイヤフラム４，４の上端部４ｂ，４ｂが前記環状凹溝１６，１６内に挿入
されて排気弁部１８，１８として機能するように構成されている。
更に、該ダイヤフラム４は、図４に示す如く、前記ダイヤフラム４の上端部４ｂの内壁径
をＡとし、前記環状凹溝１６の内壁部１６ａの内壁径をＢとすると、Ａ＜Ｂ
となるように設定されている。
【０００７】
例えば、前記環状凹溝１６の内壁径Ｂが直径７．３ｍｍである時、前記ダイヤフラム４の
内壁径Ａは直径７．０ｍｍに設定されている。
従って、前記ダイヤフラム４の上端部４ｂを前記環状凹溝１６の内壁面１６ａに挿入する
時は、該上端部４ｂを押し広げながら挿入し、挿入後、該ダイヤフラム４の上端部４ｂは
前記環状凹溝１６の内壁面１６ａに圧接する。
【０００８】
而して、前記小型ポンプ１の前記回転駆動軸１４の回転により前記回転体１３が回転する
と、前記偏心回転軸１２が偏心回転し、これによって前記揺動体５が揺動し、前記ダイヤ
フラム４，４の下端部４ｃ，４ｃを上下動させる。そして、例えば、一方のダイヤフラム
４の下端部４ｃが下動された時、該ダイヤフラム４内は負圧になり、前記排気弁部１８が
前記環状凹溝１６の前記内壁面１６ａに密着して閉じ、且つ、前記吸気弁部１１は開放さ
れ、前記空気導入孔９ａから前記ダイヤフラム４内へ吸気が行われる。
【０００９】
次に、該ダイヤフラム４の下端部４ｃが上動された時、該ダイヤフラム４内は高圧になり
、前記吸気弁部１１が前記空気導入孔９ａを閉塞すると共に前記排気弁部１８が前記内壁
面１６ａより拡径して排気が行われる。該排気弁部１８より排出された空気は前記環状凹
溝１６及び前記空気連通口１７を通り、前記吐出孔１５から前記ケース２外に吐出される
。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記先願の小型ポンプは、上ケースの中央部に吐出孔が開穿されると共に、該上ケース下
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面に各ダイヤフラムの上端部を挿入するための環状凹溝が形成され、且つ、前記吐出孔の
外周部と該環状凹溝の外周部とが互いに接触し、これによって空気連通口が形成されてい
る。
【００１１】
そして、前記ダイヤフラムの上端部が前記環状凹溝の内壁部に圧挿されて排気弁部として
機能するように構成されている。
即ち、前記ダイヤフラムの上端部の内壁部の内径は前記環状凹溝の内壁部の外径よりも小
となるように設定されており、前記ダイヤフラムの上端部を前記環状凹溝の内壁面に挿入
する時は、該上端部を押し広げながら挿入する。そのため、前記ダイヤフラムの組立て時
、該ダイヤフラムのめくれ等のトラブルが発生する虞があった。
【００１２】
又、該ダイヤフラムの上端部は前記環状凹溝の内壁面に圧接されているので、該ダイヤフ
ラムを圧縮して空気を排出する際、該ダイヤフラムを構成するゴムの張力以上に圧力を高
くする必要があり、モータへの負荷が大きくなる問題があった。
【００１３】
そこで、ダイヤフラムを使用する小型ポンプに於て、ダイヤフラムの取付け時のめくれを
なくすと共に、空気の排出負荷を低減するために解決すべき技術的課題が生じてくるので
あり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、ケース内にポンプ室を形成す
る複数のダイヤフラムを備え、偏心回転軸により揺動される揺動体によって前記ダイヤフ
ラムが上下動されてポンプ動作を行う小型ポンプであって、該小型ポンプの前記ケースの
上ケース下面に前記複数のダイヤフラムの上端部を夫々挿入するための複数の環状凹溝を
形成した小型ポンプに於て、前記ダイヤフラム上端部の内壁径を前記環状凹溝の内壁径よ
りも大とした小型ポンプを提供するものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図１及び図２に従って詳述する。尚、説明の都合上、従来
例と同一構成部分については同一符号を付してその説明を省略する。図１に於て１９は小
型ポンプであり、該小型ポンプ１９は先願の小型ポンプ（図３に於て１）のダイヤフラム
（図３に於て４，４）に代えて、ダイヤフラム２０，２０を設けたものであり、該ダイヤ
フラム２０は図２に示す如く該ダイヤフラム２０の上端部２０ａの内壁径Ｃが、前記小型
ポンプ１９の上ケース６に形成された環状凹溝１６の内壁径Ｂに対して次の関係に設定さ
れている。
【００１６】
Ｃ＞Ｂ
例えば、前記内壁径Ｂが直径６．９ｍｍである時、前記内壁径Ｃは直径７．０ｍｍに設定
される。
而して、前記回転駆動軸１４の回転により前記回転体１３が回転すると、前記偏心回転軸
１２が偏心回転し、これによって前記揺動体５が揺動し、前記ダイヤフラム２０，２０の
下端部２０ｂ，２０ｂを上下動させる。そして、例えば、一方のダイヤフラム２０の下端
部２０ｂが下動された時、該ダイヤフラム２０内は負圧になり、該ダイヤフラム２０の上
端部２０ａで構成される排気弁部２１が前記環状凹溝１６の前記内壁面１６ａに密着して
閉じ、且つ、前記ダイヤフラム２０の底部中心部が切開されて形成された吸気弁部２２は
開放され、空気導入孔９ａから前記ダイヤフラム２０内へ吸気が行われる。
【００１７】
次に、該ダイヤフラム２０の下端部２０ｂが上動された時、該ダイヤフラム２０内は高圧
になり、前記吸気弁部２２が前記空気導入孔９ａを閉塞すると共に前記排気弁部２１が前
記内壁面１６ａより拡径して排気が行われる。該排気弁部２１より排出された空気は前記
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【００１８】
斯くして、前記ダイヤフラム２０は該ダイヤフラム２０の内壁径Ｃが、前記環状凹溝１６
の内壁径Ｂより大となるように設定されているので、該ダイヤフラム２０の上端部２０ａ
を前記環状凹溝１６の内壁部１６ａに挿入する時、挿入が円滑に行われ、めくれ等の問題
が殆ど発生しない。従って、前記小型ポンプ１９の組立て歩留まりが大幅に向上する。
【００１９】
又、前記ダイヤフラム２０の上端部２０ａが前記環状凹溝１６の内壁部１６ａに挿入され
た状態に於て、該ダイヤフラム２０に殆ど張力がかからないため、該ダイヤフラム２０の
下端部２０ｂが上動された時、該ダイヤフラム２０内の空気は該ダイヤフラム２０の張力
による負荷を殆ど受けることなく吐出し、空気の排出負荷を低減することができる。従っ
て、モータの回転アップによる加圧時間の短縮が図れ、消費電力も低減する。
【００２０】
反対に、前記ダイヤフラム２０の下端部２０ｂが下動された時、該ダイヤフラム２０内は
負圧になり、該負圧、及び、血圧計の腕帯の膨らみ圧力等により該ダイヤフラム２０の上
端部２０ａは前記環状凹溝１６の内壁部１６ａに密着するため、空気漏れは殆ど生じない
。
【００２１】
尚、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本
発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。
【００２２】
【発明の効果】
本発明は上記一実施の形態に詳述したように、小型ポンプの上ケース下面に複数のダイヤ
フラムの上端部を夫々挿入するための複数の環状凹溝を形成した小型ポンプに於て、ダイ
ヤフラムの上端部内壁径を環状凹溝の内壁径よりも大としたから、該ダイヤフラムの取付
け時のめくれをなくすことができると共に、空気の排出負荷を低減することが可能になり
、従って、モータの回転アップによる加圧時間の短縮が図れ、消費電力も低減できる等、
正に著大なる効果を奏する発明である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示し、小型ポンプの縦断面図。
【図２】本発明の一実施の形態を示し、ダイヤフラムと上ケースの環状凹溝の説明図。
【図３】従来例を示し、小型ポンプの縦断面図。
【図４】従来例を示し、ダイヤフラムと上ケースの環状凹溝の説明図。
【符号の説明】
２　　　　　ケース
３　　　　　ポンプ室
５　　　　　揺動体
１２　　　　　偏心回転軸
１６　　　　　環状凹溝
１９　　　　　小型ポンプ
２０　　　　　ダイヤフラム
２０ａ　　　　上端部
Ｂ，Ｃ　　　　内壁径
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